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大阪大学では今年の10月１日から７日までの一週間を、ハラスメント防止を
強力に推進する期間として設けることとしました。

私は大阪大学の総長として、大学を構成している一人ひとりが、幸せに、笑
顔で、日々を過ごされることを心より願っています。そのためには、ハラス
メントの防止・根絶は特に重要な取り組みです。しかし、ハラスメントに関
する難しさは、それがしばしば無自覚に行われてしまうところにあります。

学生や部下、同僚、上司、そしてあなた自身も含め、全ての構成員が大切な
パートナーであるという意識を持ちながらも、知らず知らずのうちに加害者
となってしまっていた、ということがないよう、この機会にハラスメントに
対する理解を深めていきましょう。

また、ハラスメントの当事者、関係者にならないために、日頃から十分なコ
ミュニケーションを心がけるようにしましょう。

もしも問題が起きた場合やそれを目撃した場合には、学内に相談窓口を用意
していますので、これを適切に活用するようにしてください。皆さんの一つ
一つの正しい行いが大学のリスクの芽を摘むことになり、結果的に皆さんの
幸福な生活へとつながります。

この期間を通じて、皆さんと一緒にハラスメントのない大学を目指してまい
ります。

令和２年１０月

大阪大学
「ワニ博士」

西 尾 総 長 か ら の メッセージ

本学におけるハラスメント防止対策の３原則

１．見逃しません
２．許しません
３．厳正に対処します

相談希望の方はまずはお電話をください （このチラシの下部）
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